
 
 
 

                          国 地 契 第 ６ １ 号 
                          平成１７年３月２２日 
 
 
  各地方整備局長 あて 
 
 
                       国土交通事務次官 
 
 
 

「工事請負業者選定事務処理要領」及び「工事請負業者の資格を定める場合

の総合点数の算定要領」の一部改正について 
 
 標記について、別紙１及び別紙２のとおり改正されたので、遺漏なきよう措置さ

れたい。 
 
 
 
 



別紙１ 
 

工事請負業者選定事務処理要領の一部を改正する要領 
 工事請負業者選定事務処理要領（昭和 41 年 12 月 23 日付け建設省厚第 76 号）

の一部を次のように改正する。 
 第５第２項第７号中「国税通則法施行規則（」の次に「昭和３７年大蔵省令第２

８号。」を加え、「別紙第８号書式（その３）」を「別紙第９号書式（その３）」に、

「別紙第８号書式（その３の２）」を「別紙第９号書式（その３の２）」に、「別紙

第８号書式（その３の３）」を「別紙第９号書式（その３の３））」に改める。 
第５第６項中「商業登記簿謄本」を「登記事項証明書（不動産登記法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（平成１６年法律第１２４号）第５３条第５項の

規定によりなおその効力を有するものとされる同法第５２条の規定による改正前

の商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）に規定する商業登記簿謄本を含む。）」

に改める。 
 第６中「（以下「資格審査申請書等」という。）」を削る。 
第６の２を次のように改める。 

 （資格審査申請書の提出方法等） 
第６の２ 第５第１項及び第４項から第６項までの規定による提出は、次の各号に

掲げる方式のいずれかによるものとする。 
 一 文書持参方式 
 二 文書郵送方式 
２ 第５第３項に規定する方式（インターネット方式）による場合における第５ 

第２項第７号に掲げる書類の提出は、ファクシミリ方式によるものとする。た 

だし、前項各号の方式によることを妨げない。 
３ 第５第１項及び第４項から第６号までの規定による提出は、申請者が２以上 

の部局長による一般競争資格審査を希望するときは、当該申請者の本社(本  

店）の所在地を管轄区域（国土交通省組織令（平成１２年政令第２５５号）第２

０６条第１項に規定する管轄区域をいう。第１３第４項において同じ。）とする

部局長に対して行わせるものとする。 
 第１３第３項第３号中「代表者の」の次に「役職及び」を加え、同項第４号中「当

該地方整備局管内の」を「本社（本店）以外の」に改め、「以下」の次に「この号

において」を加え、「ファクシミリ番号」の次に「（営業所の新設又は廃止の場合を

含む。）」を加え、同項に次の３号を加える。 
五 本店又は営業所の建設業許可工事種別 
六 電子入札用ＩＣカード（第７条第１項第２号の一般競争参加資格の認定後  

新規に取得したものに限る。）の登録番号 



七 資本関係に関する事項又は役員の兼任に関する事項 
 第１３中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 
４ 前３項の規定による届出は、申請者又は有資格業者の本社（本店）の所在地を

管轄区域とする部局長に対して行わせるものとする。 
 様式１を次のように改める。 
 



様式　１

１ ： ※ 02 受付番号 ※ 03 ※ 申請者 06 適格組 平成     年     月     日

２ ： 04 建設業許可番号 - 05 の規模 合証明 第                         号

平成 17・18 年度において、貴 地方整備局で行われる建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。

平成               年              月              日

殿

07 本社（店）郵便番号

ﾌ ﾘ ｶﾞﾅ

08 本社（店）住所

ﾌ ﾘ ｶﾞﾅ

09 商号又は名称

10 役職

ﾌ ﾘ ｶﾞﾅ ﾌ ﾘ ｶﾞﾅ

代表者氏名 11 担当者氏名

12 本社（店）電話番号 13

（ 内線番号 ）

14 本社（店）ＦＡＸ番号 15 メ－ルアドレス

16 電子入札用ICカードの登録番号

（17 代理申請時使用欄）
申請代理人 申請代理人郵便番号

申請代理人住    所 申請代理人電話番号

申請代理人氏    名

18 外資状況 19 営業年数
１ ２ ３ 年
［ 国名 ：                         ］ ［ 国名 ：                         ］ ［ 国名 ：                       ］ ［ 国名 ：                       ］

（ 外資比率 ： １００％ ） （ 外資比率 ：        ％ ） （ 外資比率 ：        ％ ） 20 総職員数
（人）

※欄については、記載しないこと（以下同じ）。
「16電子入札用ICカードの登録番号」欄には、国土交通省の電子入札システムでの企業ID（複数ある場合には代表的なものを１つ）を記入すること。

新規

更新

一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）

01 業 者 コ － ド

17

外 国 籍 会 社 日 本 国 籍 会 社

担当者電話番号

0 0 0

日 本 国 籍 会 社

09 00 0 0 0

印

印

 
 
 
 
※ 受付番号 ※ 業者コ－ド

③   申   請   を   希   望   す   る   部   局
21 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

① 合

計

（千円）

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

そ         の         他

合                      計

（注）  完成工事高については、消費税を含まない金額を記載すること。

完
　
　
　
　
　
成
　
　
　
　
　
工
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
高

10

②    年   間   平   均   完   成   工   事   高
関

東

北

陸

中

部

競 争 参 加 資 格
希 望 工 種 区 分

一 般 土 木 工 事

東

北

ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 事

鋼 橋 上 部 工 事

造 園 工 事

建 築 工 事

木 造 建 築 工 事

電 気 設 備 工 事

暖 冷 房 衛 生 設 備 工 事

セ メ ン ト ・ コ ン ク リ － ト 舗 装 工 事

プ レ ス ト レ ス ト ・ コ ン ク リ － ト 工 事

法 面 処 理 工 事

塗 装 工 事

維 持 修 繕 工 事

河 川 し ゅ ん せ つ 工 事

グ ラ ウ ト 工 事

杭 打 工 事

さ く 井 工 事

プ レ ハ ブ 建 築 工 事

機 械 設 備 工 事

通 信 設 備 工 事

受 変 電 設 備 工 事

近

畿

中

国

国
土
技
術
政
策

総
合
研
究
所

本
省

官
庁
営
繕
部

四

国

九

州

 



様式３から様式５までを次のように改める。 
 



様 式 　 ３

資 本 関 係 に 関 す る 事 項

　 親 会 社 （商 法 第 ２１１条 の ２第 １項 又 は 第 ３項 の 規 定 に よ る も の 。 ）

建 設 業 許 可 番 号 － 本 店 電 話 番 号 （大 代 表 ）

更 生 会 社 ･再 生 手 続 中 の 会 社

商 号 又 は 名 称

本 店 住 所

　 親 会 社 （商 法 第 ２１１条 の ２第 １項 又 は 第 ３項 の 規 定 に よ る も の 。 ）

建 設 業 許 可 番 号 － 本 店 電 話 番 号 （大 代 表 ）

更 生 会 社 ･再 生 手 続 中 の 会 社

商 号 又 は 名 称

本 店 住 所

　 子 会 社 （商 法 第 ２１１条 の ２第 １項 及 び 同 条 第 ３項 の 規 定 に よ る 子 会 社 ）の うち 、 建 設 業 許 可 を 有 し て い る 子 会 社
建 設 業 許 可 番 号 商 号 又 は 名 称 建 設 業 許 可 番 号 商 号 又 は 名 称

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

役 員 の 兼 任 に 関 す る 事 項

役 職 名 氏 名 兼 任 先 の 建 設 業 許 可 番 号 兼 任 先 の 商 号 又 は 名 称 兼 任 先 で の 役 職

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

【記 載 要 領 】
１． 本 調 書 は 、 申 請 日 現 在 で 作 成 す る こ と 。
２． 親 会 社 が 建 設 業 許 可 を 受 け て い な い 場 合 に は 、 建 設 業 許 可 番 号 欄 に 「な し 」と 記 載 す る こ と 。
３． 役 職 名 に は 、 「代 表 取 締 役 」、 「取 締 役 」（社 外 取 締 役 を 含 む 。 ）、 「管 財 人 」、 又 は 「執 行 役 」（代 表 執 行 役 を 含 む 。 ）の い ず れ か を 記 載 す る 。
　 　 「監 査 役 」、 「執 行 役 員 」等 は 役 員 に 該 当 し な い 。

※ 受 付 番 号

業 　 態 　 調 　 書 　 （「道 路 ･河 川 ･官 庁 営 繕 ･公 園 関 係 」・「港 湾 空 港 関 係 」  共  通   ）
※ 建 設 業 許 可 番 号

 

 
 
 
※ 受付番号 ※ 業者コ－ド

有資格技術職員内訳

 一   級 「鋼構造及びコンクリート」

 二   級 建設部門に係る選択科目のうち「鋼構造及びコンクリート以外のもの」

 一   級 「農業土木」

 電気電子部門に係る選択科目

二   級 鋼構造物塗装 「流体工学」又は「熱工学」

薬液注入 　 機械部門に係る選択科目のうち「流体工学」又は「熱工学」以外のもの

 一   級 総合技術監理部門 「上水道及び工業用水道」

建築 上下水道部門に係る選択科目のうち「上水道及び工業用水道」以外のもの

 二   級 「林業」

「森林土木」

 一   級 「水質管理」

 二   級 「廃棄物管理」

 一   級 衛生工学に係る選択科目のうち「水質管理」、「廃棄物管理」以外のもの

 二   級  「鋼構造及びコンクリ－ト」

 一   級  その他

 二   級  農業  「農業土木」

 電気電子部門

 「流体工学」又は「熱工学」

 その他

 「上水道及び工業用水道」

 その他

記載要領  「林業」

｢有資格技術者職員内訳｣の人数欄については、添付した総合評定値通知書の基になっ  「森林土木」

た｢経営規模等評価申請書｣<別紙二>の技術者名簿から集計して､転記して下さい。  「水質管理」

<別紙二>の有資格区分コード番号と<本表>の資格区分コード番号は対応しています。 「廃棄物管理」

従って、技術者名簿の同じコード番号をそれぞれ集計し､<本表>の同じコード番号の  その他

級別・種別・資格区分コード毎の人数欄に記入してください。  一級建築士

また激変緩和措置を選択されている場合は前年の同技術者名簿の人数との平均人数  二級建築士

(端数切捨)を記入してください。  木造建築士

｢実人数｣欄には技術者名簿<別紙二>から、<本表>の資格区分コード番号のいずれか  建築設備士

一つ以上該当している技術者の合計人数を記入してください。

また、｢監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の所持者数｣については、同技術者名簿<別紙二>の｢資格者証交付番号｣欄に同交付番号が記載

されている技術者で監理技術者講習修了証を所持している技術者を集計し､合計人数を記入してください。

○平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。

127

228

129

230

※

　

133

234
 造園施工管理技士

153

154

146

145

148

147

― 144

― 62

152

137

238

239

150

151

46

45

48

47

42

41

43

44

52

142

141

143

50

51

53

54

合                     計

 上下水道

森林

 衛生工学

 機械

※

建

築

士

等

技

術

士

113

214

215

 建設

 建築士

躯体

 建設機械施工技士

土木

仕上げ

216

120

221

222

223

111

212

 土木施工管理技士

 電気工事施工管理技士

 建築施工管理技士

 管工事施工管理技士

人級別・種別・資格区分コード

業           態           調           書     (｢道路・河川・官庁営繕・公園関係｣その１)

※

検 定 種 目 人 数 技 術 部 門 選 択 科 目 ・ 資 格 区 分 コ ー ド

監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の
所　　　持　　　者　　　数

施

工

管

理

技

士

実         人         数

※

建設業法の一部改正に伴う経過措置により、平成16年3月1日より5年間に限り「監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の所持者数」には、次の者も含めて集計してください。

○平成16年2月29日以前に交付された監理技術者資格者証を有する者。

 



※ 受付番号 ※ 業者コ－ド

工事種別

部局

記載要領

   「希望する工事の内容」については、希望する工事の内容に対応するコ－ドを希望する順位の順番に記載すること。

   様式①－２において希望した工事種別のみ記入すること。

   申請後の希望順位の変更、追加、削除はできません。

業           態           調           書     (｢道路・河川・官庁営繕・公園関係｣その２)

法面
処理

舗装維持

電気設備工事における屋内の工事の比率
Ｃ Ｃ

Ａ

Ｂ Ｂ

Ａ

舗装以外の
道路維持

河川維持

設 備 工 事 比 率 （ ％ ）
Ｄ Ｄ

暖冷房衛生設備工事における暖冷房設備工事の比率
Ｅ Ｅ

Ｆ Ｆ

Ｇ Ａ

Ｈ Ｂ

軟弱地盤

都市土木

一 般 土 木
電気
設備

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ
ﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

法面
処理 塗 装 維 持 修 繕 杭打 機 械 設 備 通 信 設 備 受変電設備 Ａ Ａ建設電気設備

３
位

４
位

コ
ー

ド

希望する
工事の内容

河川・海岸

道路

構造物

砂防・地すべ
り防止

トンネル

ダム

５
位

６
位

７
位

８
位

１
位

１
位

２
位

２
位

２
位

１
位

１
位

２
位

３
位

２
位

１
位

４
位

３
位

４
位

５
位

６
位

１
位

１
位

２
位

２
位

３
位

４
位

５
位

６
位

１
位

２
位

３
位

７
位

Ｂ Ｂ

ﾌﾟﾚｽﾄ
ﾚｽﾄ・ｺ
ﾝｸﾘ-ﾄ

Ａ Ｃ

Ｂ Ｄ

建築電気設備

プレテンション

ポストテンション

Ａ Ｅ

Ｂ Ｆ

アンカ－工

その他

Ａ Ｇ

Ｂ Ａ

建物塗装

橋梁塗装・
水門扉塗装

Ｃ Ｂ

Ｄ Ｃ

区画線

その他

Ｃ

Ｄ

Ａ

１ Ｂ
受変電
設備

１
位

２
位

希望
順位

工事
種別

電気
設備

一般
土木

１
位

２
位

４
位

３
位

東北

関東

北陸

中部

近畿

中国

四国

九州

橋梁補修

道路清掃
作業

その他の補修

既製杭

場所打ち
コンクリ－ト杭

水門設備

ポンプ設備

換気設備

ダム施工
機械設備

昇降機設備

消・融雪設備

その他

監視制御・
情報通信設
防災・情報
表示設備

有線通信線路

鉄塔・反射板

受変電設備

発電設備

その他の
電源設備

工事
種別

コ
ー

ド

希望する
工事の内容

維持
修繕

杭打

機械
設備

通信
設備

塗装

２  

 
 
 
様式　４

※ 受付番号 ※ 業者コ－ド

建     設     業     許     可     業     種  （  上  段  ）
番 営    業    所    名    称 郵  便 土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゅ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

号 番  号

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

記載要領

１ 本表は、申請日現在で作成すること。

２ 「営業所名称」欄には、経営事項審査を受けた建設業の許可を有するすべての本店又は支店等営業所の名称を記載すること。

３ 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。

４ 「電話番号・ＦＡＸ番号」欄には、上段に電話番号を、下段にＦＡＸ番号を記載することとし、市外局番、市内局番及び番号は、「－（ハイフン）」で区切ること。

５ 「建設業許可業種」（上段）の欄には、「営業所名称」欄に記入した営業所に対応する経営事項審査を受けた建設業許可業種の欄に○印を付すること。
６ 「営業区域」（下段）の欄には、その営業所が営業する区域について、該当するコ－ドを記載すること。ただし、道路･河川･官庁営繕･公園関係のみを希望する場合は、「営業区域」の欄への

記載は不要です。

営          業          所          一          覧          表

電 話 番 号  （上段）

F A X 番 号  （下段） 営             業             区             域 （  下  段  ）

所            在            地

 



様式５

平成　　　年　　　月　　　日

殿

年 月 日

第 号

〒

印

下記のとおり変更があったので届出をします。

記

１．変更内容

２．変更事項にかかる添付書類名

記載要領
１　本様式に収まらない場合には、裏面等に記載することとし、その旨を本様式の欄外に注記すること
２　契約中の案件がある場合には、上記２の欄に契約部局、契約番号、及び契約件名を添付書類と併せて記載してください。

平成

代 表 者 氏 名

変　　更　　事　　項 変　　　　　　　更　　　　　　　前

一般競争（　指名競争　）参加資格申請書変更届　（　建設工事　）

変　更　年　月　日変　　　　　　　更　　　　　　　後

住 所

商 号 又 は 名 称

登 録 部 局 名

登 録 工 事 種 別 名

資 格 認 定 通 知 書 の

認 定 年 月 日 ・ 業 者 コ ー ド

 
 
 
 

申請者名：

登録部局名 認定年月日 業者コード登録工事種別

 
 
 
 
 
 



様式特 1 を次のように改める。 
様式特１ 削除 
 様式特２を次のように改める。 



様式　特２

順 位

企業規模

業 者 コ ー ド
受 付 番 号
建設業許可番号
本 店 所 在 県

商号又は
名 称
役 職
代表者名

本 店 所 在 地
電 話 番 号
Ｆ Ａ Ｘ 番 号
ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ

資 本 金
総 職 員 数
建 設 業 総 職 員 数

営 業 年 数

総 合
経 営 事 項
評 価
技 術 評 価
自 地 整 実
績 の 有 無
増 減 率

年間平均完成工事高
自 己 資 本 額
前々々年経常利益率
前 年 経 常 利 益 率
資 格 者 証 所 持 者 数

暖冷房
又は

屋内比率

（％）

許 可 業 種
工 事 の 種 類
大 臣 知 事
特 定 ・ ① ③
一 般 ・ ② ④

備
考

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 別添を次のように改める。 
 
 



別添 

 

 



 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   附 則 
 この要領による改正後の工事請負業者選定事務処理要領は、平成１７年度以降に

締結する工事請負契約に関する事務処理について適用する。 
 
 



別紙２ 
 

工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領の一部を改正する

要領 
工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領（昭和 41 年 12 月 23 日

建設省厚第 79 号）の一部を次のように改正する。 
別表１を次のように改める。 
 



別表１

点数

2,000 億円以上 2565

1,500 億円以上 2,000 億円未満 121×（年間平均完成工事高）÷50,000,000＋2,081

1,200 億円以上 1,500 億円未満 110×（年間平均完成工事高）÷30,000,000＋1,894

1,000 億円以上 1,200 億円未満 110×（年間平均完成工事高）÷20,000,000＋1,674

800 億円以上 1,000 億円未満 110×（年間平均完成工事高）÷20,000,000＋1,674

600 億円以上 800 億円未満  97×（年間平均完成工事高）÷20,000,000＋1,726

500 億円以上 600 億円未満  85×（年間平均完成工事高）÷10,000,000＋1,507

400 億円以上 500 億円未満  86×（年間平均完成工事高）÷10,000,000＋1,502

300 億円以上 400 億円未満  85×（年間平均完成工事高）÷10,000,000＋1,506

250 億円以上 300 億円未満  73×（年間平均完成工事高）÷ 5,000,000＋1,323

200 億円以上 250 億円未満  72×（年間平均完成工事高）÷ 5,000,000＋1,328

150 億円以上 200 億円未満  74×（年間平均完成工事高）÷ 5,000,000＋1,320

120 億円以上 150 億円未満  61×（年間平均完成工事高）÷ 3,000,000＋1,237

100 億円以上 120 億円未満  60×（年間平均完成工事高）÷ 2,000,000＋1,121

80 億円以上 100 億円未満  62×（年間平均完成工事高）÷ 2,000,000＋1,111

60 億円以上 80 億円未満  48×（年間平均完成工事高）÷ 2,000,000＋1,167

50 億円以上 60 億円未満  49×（年間平均完成工事高）÷ 1,000,000＋1,017

40 億円以上 50 億円未満  49×（年間平均完成工事高）÷ 1,000,000＋1,017

30 億円以上 40 億円未満  48×（年間平均完成工事高）÷ 1,000,000＋1,021

25 億円以上 30 億円未満  49×（年間平均完成工事高）÷   500,000＋  871

20 億円以上 25 億円未満  37×（年間平均完成工事高）÷   500,000＋  931

15 億円以上 20 億円未満  36×（年間平均完成工事高）÷   500,000＋  935

12 億円以上 15 億円未満  36×（年間平均完成工事高）÷   300,000＋  863

10 億円以上 億円未満  37×（年間平均完成工事高）÷   200,000＋  785

8 億円以上 10 億円未満  37×（年間平均完成工事高）÷   200,000＋  785

6 億円以上 8 億円未満  24×（年間平均完成工事高）÷   200,000＋  837

5 億円以上 6 億円未満  24×（年間平均完成工事高）÷   100,000＋  765

4 億円以上 5 億円未満  25×（年間平均完成工事高）÷   100,000＋  760

3 億円以上 4 億円未満  25×（年間平均完成工事高）÷   100,000＋  760

3 億円未満  24×（年間平均完成工事高）÷    50,000＋  691

2 億円以上  24×（年間平均完成工事高）÷    50,000＋  691

2 億円未満  24×（年間平均完成工事高）÷    50,000＋  691

 24×（年間平均完成工事高）÷    30,000＋  643

1 億円以上  25×（年間平均完成工事高）÷    20,000＋  589

8,000 万円以上 1 億円未満  24×（年間平均完成工事高）÷    20,000＋  594

6,000 万円以上 8,000 万円未満  13×（年間平均完成工事高）÷    20,000＋  638

5,000 万円以上 6,000 万円未満  12×（年間平均完成工事高）÷    10,000＋  605

4,000 万円以上 5,000 万円未満  12×（年間平均完成工事高）÷    10,000＋  605

3,000 万円以上 4,000 万円未満  13×（年間平均完成工事高）÷    10,000＋  601

2,500 万円以上 3,000 万円未満  11×（年間平均完成工事高）÷     5,000＋  574

2,000 万円以上 2,500 万円未満  12×（年間平均完成工事高）÷     5,000＋  569

1,500 万円以上 2,000 万円未満  12×（年間平均完成工事高）÷     5,000＋  569

1,200 万円以上 1,500 万円未満  13×（年間平均完成工事高）÷     3,000＋  540

1,000 万円以上 1,200 万円未満  12×（年間平均完成工事高）÷     2,000＋  520

1,000 万円未満  11×（年間平均完成工事高）÷    10,000＋  569

年間平均完成工事高

注１．年間平均完成工事高の単位は千円とし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

注２．評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

1億2,000万円未満

2億5,000万円以上

2億5,000万円未満

1億5,000万円以上

1億2,000万円以上 1億5,000万円未満

 



別表１１及び別表１２を次のように改める。 
 
 



別表11

2,000,000 以上 1,892 2,200 以上 2400 未満 247 243

1,500,000 以上 2,000,000 未満 1,763 1,735 2,000 以上 2,200 未満 240 236

1,200,000 以上 1,500,000 未満 1,649 1,622 1,800 以上 2,000 未満 232 229

1,000,000 以上 1,200,000 未満 1,560 1,536 1,600 以上 1,800 未満 224 221

800,000 以上 1,000,000 未満 1,459 1,436 1,400 以上 1,600 未満 215 212

600,000 以上 800,000 未満 1,338 1,317 1,300 以上 1,400 未満 211 207

500,000 以上 600,000 未満 1,266 1,246 1,200 以上 1,300 未満 206 202

400,000 以上 500,000 未満 1,184 1,165 1,100 以上 1,200 未満 200 197

300,000 以上 400,000 未満 1,086 1,069 1,000 以上 1,100 未満 195 192

250,000 以上 300,000 未満 1,028 1,011 900 以上 1,000 未満 189 186

200,000 以上 250,000 未満 961 946 810 以上 900 未満 183 180

150,000 以上 200,000 未満 881 867 730 以上 810 未満 177 174

120,000 以上 150,000 未満 824 811 660 以上 730 未満 172 169

100,000 以上 120,000 未満 780 768 600 以上 660 未満 167 164

80,000 以上 100,000 未満 729 718 540 以上 600 未満 162 159

60,000 以上 80,000 未満 669 658 480 以上 540 未満 156 153

50,000 以上 60,000 未満 633 623 440 以上 480 未満 152 149

40,000 以上 50,000 未満 592 582 400 以上 440 未満 148 145

30,000 以上 40,000 未満 543 534 330 以上 400 未満 139 137

25,000 以上 30,000 未満 514 505 270 以上 330 未満 131 129

20,000 以上 25,000 未満 480 473 200 以上 270 未満 120 118

15,000 以上 20,000 未満 440 433 150 以上 200 未満 110 108

12,000 以上 15,000 未満 412 405 120 以上 150 未満 103 101

10,000 以上 12,000 未満 390 384 100 以上 120 未満 97 96

9,000 以上 10,000 未満 378 372 80 以上 100 未満 91 89

8,100 以上 9,000 未満 366 360 60 以上 80 未満 83 82

7,300 以上 8,100 未満 354 349 50 以上 60 未満 79 77

6,600 以上 7,300 未満 344 338 40 以上 50 未満 74 72

6,000 以上 6,600 未満 334 329 25 以上 40 未満 64 63

5,400 以上 6,000 未満 324 318 15 以上 25 未満 55 54

4,800 以上 5,400 未満 312 307 10 以上 15 未満 48 48

4,400 以上 4,800 未満 304 299 6.0 以上 10 未満 41 41

4,000 以上 4,400 未満 296 291 4.0 以上 6.0 未満 37 36

3,600 以上 4,000 未満 286 282 2.5 以上 4.0 未満 32 31

3,000 以上 3,600 未満 279 275 1.5 以上 2.5 未満 27 27

3,300 以上 3,000 未満 271 267 1.0 以上 1.5 未満 24 24

2,700 以上 3,300 未満 263 258 1.0 未満 0 0

2,400 以上 2,700 未満 253 249

注　αは、技術評価点数と経営事項評価点数の最高値を５：５とするための係数

技術評価点数 技術評価点数

合　 計 　点　 数

平　成
15・16
審　査

（5:5）
α＝24.39

平　成
17・18
審　査

（5:5）
α＝24.00

合　 計 　点　 数

平　成
15・16
審　査

（5:5）
α＝24.39

平　成
17・18
審　査

（5:5）
α＝24.00

 
 
 
 



別表12

800,000 以上 2,350 1,891 1,000 以上 1,100 未満 314 252

600,000 以上 800,000 未満 2,155 1,734 900 以上 1,000 未満 304 244

500,000 以上 600,000 未満 2,039 1,641 810 以上 900 未満 294 237

400,000 以上 500,000 未満 1,907 1,534 730 以上 810 未満 285 229

300,000 以上 400,000 未満 1,749 1,407 660 以上 730 未満 277 223

250,000 以上 300,000 未満 1,655 1,332 600 以上 660 未満 269 216

200,000 以上 250,000 未満 1,548 1,245 540 以上 600 未満 260 210

150,000 以上 200,000 未満 1,419 1,142 480 以上 540 未満 251 202

120,000 以上 150,000 未満 1,327 1,068 440 以上 480 未満 245 197

100,000 以上 120,000 未満 1256 1,011 400 以上 440 未満 238 191

80,000 以上 100,000 未満 1175 945 360 以上 400 未満 230 185

60,000 以上 80,000 未満 1077 867 330 以上 360 未満 225 181

50,000 以上 60,000 未満 1019 820 300 以上 330 未満 218 175

40,000 以上 50,000 未満 953 767 270 以上 300 未満 211 170

30,000 以上 40,000 未満 874 703 240 以上 270 未満 204 164

25,000 以上 30,000 未満 827 666 220 以上 240 未満 199 160

20,000 以上 25,000 未満 774 622 180 以上 220 未満 187 150

15,000 以上 20,000 未満 709 571 160 以上 180 未満 180 145

12,000 以上 15,000 未満 663 534 140 以上 160 未満 173 139

10,000 以上 12,000 未満 628 505 120 以上 140 未満 165 133

8,000 以上 10,000 未満 587 472 100 以上 120 未満 157 126

6,000 以上 8,000 未満 538 433 80 以上 100 未満 146 118

5,000 以上 6,000 未満 509 410 60 以上 80 未満 134 108

4,400 以上 5,000 未満 490 394 50 以上 60 未満 127 102

4,000 以上 4,400 未満 476 383 40 以上 50 未満 119 95

3,600 以上 4,000 未満 461 371 30 以上 40 未満 109 87

3,300 以上 3,600 未満 450 362 25 以上 30 未満 103 83

3,000 以上 3,300 未満 437 351 15 以上 25 未満 88 71

2,700 以上 3,000 未満 423 340 10 以上 15 未満 78 63

2,400 以上 2,700 未満 408 329 6 以上 10 未満 67 54

2,200 以上 2,400 未満 398 320 4.0 以上 6 未満 59 47

2,000 以上 2,200 未満 387 311 2.5 以上 4.0 未満 51 41

1,800 以上 2,000 未満 374 301 1.5 以上 2.5 未満 44 35

1,600 以上 1,800 未満 361 291 1.0 以上 1.5 未満 39 31

1,400 以上 1,600 未満 347 279 1.0 未満 0 0

1,300 以上 1,400 未満 339 273

1,200 以上 1,300 未満 331 267

1,100 以上 1,200 未満 323 260

注　αは、技術評価点数と経営事項評価点数の最高値を５：５とするための係数

技術評価点数 技術評価点数

合　 計 　点　 数

平　成
15・16
審　査

（5:5）
α＝39.27

平　成
17・18
審　査

（5:5）
α＝31.60

合　 計 　点　 数

平　成
15・16
審　査

（5:5）
α＝39.27

平　成
17・18
審　査

（5:5）
α＝31.60

 
 
 
 



附 則 
 この要領による改正後の工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要

領は、平成１７年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理について適用す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


